
「経営力向上計画」作成のポイント 2016.08.04 現在

中小企業等経営強化法

① 必要書類をダウンロードする

② 「事業分野別指針（自動車整備業分野）」を読み、自社分析を行なう

は、稼ぎ方の事例や考え方をまとめた資料です。

自動車整備業分野においては

国土交通省が定めた当該指針を踏まえて経営力向上計画を策定する必要があります。

まずは「事業分野別指針（１１．自動車整備業分野）」をご一読いただき、
当該資料の指針に沿って経営力向上計画を策定してください。

「中小企業等経営強化法」では、「経営力向上計画」や「性能証明書」などの申請書を用意し、申請・認定されると固定
資産税の軽減措置を受けることが可能です。

本紙では、申請書の一つ「経営力向上計画」作成のポイントをまとめております。
この「経営力向上計画」は、国が定めた取り組み（自動車整備事業の場合国交省が定めた取り組み）に基づいて、
自社の事業を成長させるために何ができるかわかりやすく記載することが重要です。

作成にあたっては必ず申請の手引きなどの各資料をご確認いただき、必要に応じて税理士や金融機関、商工会など
の支援機関へご相談ください。

事業分野別指針 ・・・ 自動車整備業分野A

経営力向上計画認定申請書B

「経営力向上計画」作成の流れ

② 「事業分野別指針（自動車整備）」を読み、自社分析を行なう

① 必要書類をダウンロードする

③ 「経営力向上計画」を作成する

④ チェックシートを確認し、事業分野ごとの担当省庁に申請する

始めに、中小企業庁のホームページから「経営力向上計画」作成に必要な書類をダウンロードしてください。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/shishinbunya11.pdf

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701shinseisyo.docx

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701tebiki.pdf

申請の手引きC

事業分野別指針（自動車整備業分野）A

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

詳しくはこちら 経営強化法 検索

▼ その他資料は下記ホームページよりダウンロードできます

中小企業庁「経営強化法による支援」

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701shinseicheck.xlsx
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４．事業分野と提出先

事業分野 申請書の宛名 担当の窓口 問合せ先／住所

自動車整備業

北海道運輸局長
氏名

北海道運輸局 自動車技術安全部整備・保安課
TEL:011-290-2752
北海道札幌市中央区大通西１０丁目 札
幌第2合同庁舎

東北運輸局長
氏名

東北運輸局 自動車技術安全部整備・保安課
TEL:022-791-7534
宮城県仙台市宮城野区鉄砲町１ 仙台第4
合同庁舎

関東運輸局長
氏名

関東運輸局 自動車技術安全部整備課
TEL:045-211-7254
神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第
2合同庁舎

北陸信越運輸局長
氏名

北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課
TEL:025-285-9155
新潟県新潟市中央区 美咲町1丁目2番1
号 新潟美咲合同庁舎2号館

中部運輸局長
氏名

中部運輸局 自動車技術安全部整備課
TEL:052-952-8042
愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1 名古
屋合同庁舎第1号館

近畿運輸局長
氏名

近畿運輸局 自動車技術安全部整備課
TEL:06-6949-6453
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大
阪合同庁舎第4号館

中国運輸局長
氏名

中国運輸局 自動車技術安全部整備・保安課

TEL:082-228-9142
広島県広島市中区 上八丁堀6-30 広島
合同庁舎4号館

四国運輸局長
氏名

四国運輸局 自動車技術安全部整備・保安課

TEL:087-835-6369
香川県高松市 松島町１丁目１７番３３
号 高松第２地方合同庁舎

九州運輸局長
氏名

九州運輸局 自動車技術安全部整備課
TEL:092-472-2537
福岡県福岡市 博多区博多駅東2-11-1 
福岡合同庁舎新館

沖縄総合事務局長
氏名

沖縄総合事務局 運輸部車両安全課
TEL:098-866-1837
沖縄県那覇市おもろまち２-１-１ 那覇
第2地方合同庁舎2号館

③ 経営力向上計画認定書を作成する（様式第１）

経営力向上計画認定申請書 について、ポイントとなる部分のみ抜粋してご説明いたします。B

担当の窓口については下記または
「○○運輸局長+氏名」を記入

申請の手引きC P.26「事業分野と提出先」をご確認ください。

●●●●●

●●●●●●●●●●

●●●● ●● ●●
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TEL:011-290-2752
TEL:022-791-7534
TEL:045-211-7254
TEL:025-285-9155
TEL:052-952-8042
TEL:06-6949-6453
TEL:082-228-9142
TEL:087-835-6369
TEL:092-472-2537
TEL:098-866-1837


事業分野

2. 事業分野と事業分野別指針名

 「自動車整備業」と記載

事業分野別指針名
 「自動車整備業分野に係る経営力

向上に関する指針」と記載

4.現状認識

で定められている【目標とする指標および数値】
からいずれかを選択し、伸び率を算出

5.経営力向上の目標および経営力向上に
よる経営の向上の程度を占める指標

計画策定に関する支援ツールをご活用ください！

 6つの財務指標の分析結果を表示し、第3者に
わかりやすい形で提供することができるツール

ローカルベンチマークとは

※ローカルベンチマークの活用は法認定の要件では
ありませんが、経営分析にぜひご活用ください！

詳しくは
こちら ローカルベンチマーク 検索

 専用のエクセルフォーマットに数値を入力する
だけで簡単作成！

③ 経営力向上計画認定書を作成する（別紙）

 労働生産性

 点検整備入庫台数増加率

 業務関連資格等の取得

①自社の事業概要
 どのような事業を行っているか、
客観的かつわかりやすいように記載
（※3～5行程度）

②自社の商品・サービスが対象とする
顧客・市場の動向、競合の動向
 市場動向、客層、競合他社との比較

などにおける自社の強みなどを記載
（※3～5行程度）

③自社の経営状況
 財務状況の分析ツール「ローカルベン

チマーク」などで算出した数値を交えて
ご記入ください。
※ 「ローカルベンチマーク」の活用は任意

●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●●●●●●

３．実施時期

 ３、４、５年単位で経営力向上計画
を策定

事業分野別指針（11.自動車整備業分野）A
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6.経営力向上の内容

●●●

※ 企業規模によって記載項目数が異なります

イ.人に関する事項

（1）人材育成
（2）能力に応じた人員の最適化
（3）従業員満足度の向上

ロ.財務管理に関する事項
（1）コストの把握・効率化
（2）業務の標準化
（3）業務量に応じた人員配置の最適化

ハ.営業活動に関する事項

（1）点検整備に係る販売の促進
（2）顧客のニーズに応じた整備作業等の実施
（3）付加価値の向上
（4）他業種及び他の事業者との連携体制の構築

二.設備投資やITの利活用等
　に関する事項

（1）設備投資に関する事項
（2）ITの利活用に関する事項
（3）ロボットの導入

ホ.エネルギーの推進に関する事項 　　エネルギー使用量の見える化等

自動車整備業の指針【実施項目】

事業者の規模 整備要員3人以下
整備要員4人以上

11人以下
整備要員11人以上

指針策定項目
イ～ホから
1項目以上

イ～ホから
2項目以上

イ～ホから
3 項目以上

 設備導入費以外の費用があれば記載

7.経営力向上を実施するために必要な
資金の額及びその調達方法

8.経営力向上設備等の種類

実施事項

 の実施事項ごとの

記号（ア～エ）を記載

6.経営力向上の内容

設備等の名称/型式
 固定資産税の軽減措置を申請する

機械装置の名称・型式を記載

工業会発行の性能証明書の記載内容と
相違がないようご注意ください！

③ 経営力向上計画認定書を作成する（経営力向上の内容）

※実施事項が新事業に該当する
場合のみ「○」を記入

●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●

P.2～6「経営力向上の内容に関する事項」
の中から取り組む内容を選択して記載

※ 設備を導入することで経営力向上に

どのように貢献するか、説明すると良い

事業分野別指針（自動車整備）A
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Sheet1

		自動車整備業の指針【実施項目】 ジドウ シャ セイビ ギョウ シシン ジッシ コウモク

		イ.人に関する事項 ヒト カン ジコウ		（1）人材育成
（2）能力に応じた人員の最適化
（3）従業員満足度の向上
 ジンザイ イクセイ ノウリョク オウ ジンイン サイテキ カ ジュウギョウイン マンゾクド コウジョウ

		ロ.財務管理に関する事項 ザイム カンリ カン ジコウ		（1）コストの把握・効率化
（2）業務の標準化
（3）業務量に応じた人員配置の最適化 ハアク コウリツカ ギョウム ヒョウジュンカ ギョウム リョウ オウ ジンイン ハイチ サイテキ カ

		ハ.営業活動に関する事項		（1）点検整備に係る販売の促進
（2）顧客のニーズに応じた整備作業等の実施
（3）付加価値の向上
（4）他業種及び他の事業者との連携体制の構築 テンケン セイビ カカワ ハンバイ ソクシン コキャク オウ セイビ サギョウ ナド ジッシ フカ カチ コウジョウ タ ギョウシュ オヨ ホカ ジギョウ シャ レンケイ タイセイ コウチク

		二.設備投資やITの利活用等　
　に関する事項		（1）設備投資に関する事項
（2）ITの利活用に関する事項
（3）ロボットの導入 セツビ トウシ カン ジコウ リカツヨウ カン ジコウ ドウニュウ

		ホ.エネルギーの推進に関する事項		　　エネルギー使用量の見える化等 シヨウ リョウ ミ カ ナド





Sheet2

		事業者の規模 ジギョウシャ キボ		整備要員3人以下 セイビ ヨウイン ニンイカ		整備要員4人以上、11人以下 セイビ ヨウイン ニンイジョウ ニン イカ		11人以上 ニン イジョウ

		指針策定項目 シシン サクテイ コウモク		イ～ホから
1項目以上 コウモク イジョウ		イ～ホから
2項目以上 コウモク イジョウ		イ～ホから
3 項目以上 コウモク イジョウ








Sheet1

		自動車整備業の指針【実施項目】 ジドウ シャ セイビ ギョウ シシン ジッシ コウモク

		イ.人に関する事項 ヒト カン ジコウ		（1）人材育成
（2）能力に応じた人員の最適化
（3）従業員満足度の向上
 ジンザイ イクセイ ノウリョク オウ ジンイン サイテキ カ ジュウギョウイン マンゾクド コウジョウ

		ロ.財務管理に関する事項 ザイム カンリ カン ジコウ		（1）コストの把握・効率化
（2）業務の標準化
（3）業務量に応じた人員配置の最適化 ハアク コウリツカ ギョウム ヒョウジュンカ ギョウム リョウ オウ ジンイン ハイチ サイテキ カ

		ハ.営業活動に関する事項		（1）点検整備に係る販売の促進
（2）顧客のニーズに応じた整備作業等の実施
（3）付加価値の向上
（4）他業種及び他の事業者との連携体制の構築 テンケン セイビ カカワ ハンバイ ソクシン コキャク オウ セイビ サギョウ ナド ジッシ フカ カチ コウジョウ タ ギョウシュ オヨ ホカ ジギョウ シャ レンケイ タイセイ コウチク

		二.設備投資やITの利活用等　
　に関する事項		（1）設備投資に関する事項
（2）ITの利活用に関する事項
（3）ロボットの導入 セツビ トウシ カン ジコウ リカツヨウ カン ジコウ ドウニュウ

		ホ.エネルギーの推進に関する事項		　　エネルギー使用量の見える化等 シヨウ リョウ ミ カ ナド





Sheet2

		事業者の規模 ジギョウシャ キボ		整備要員3人以下 セイビ ヨウイン ニンイカ		整備要員4人以上
11人以下 セイビ ヨウイン ニンイジョウ ニン イカ		整備要員11人以上 ニン イジョウ

		指針策定項目 シシン サクテイ コウモク		イ～ホから
1項目以上 コウモク イジョウ		イ～ホから
2項目以上 コウモク イジョウ		イ～ホから
3 項目以上 コウモク イジョウ









経営力向上計画の策定／制度概要／申請方法について

ホームページ・お問い合わせ先

中小企業庁 事業環境部 企画課
TEL：03-3501-1957 （平日9:00～12:00、13:00～17:00）

認定支援機関
計画策定・認定にあたっては金融機関、税理士、商工会、公認会計士、弁護士などの

認定支援機関のサポートを受けることができます。

※ 機関によっては手数料が発生する場合がございます。詳細は提携をお考えの機関までお問い合わせください。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/

詳しくはこちら 経営革新等支援機関 検索

中小企業庁 事業環境部 企画課
TEL:03-3501-1957（平日9:00～12:00、13:00～17:00）

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

経営力向上計画の策定に関する支援ツール

ローカルベンチマーク
企業の「健康診断」を行なう支援ツール

http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/

経営計画つくるくん
経営計画を自身で策定するための支援ツール

http://www.smrj.go.jp/jinzai/063743.html

詳しくはこちら 経営強化法 検索

当資料は中小企業庁の発行した資料を参照し、安全自動車が独自に作成した資料です。
申請をお考えの方は、必ず中小企業庁の発行した資料を合わせてご確認くださいますよう、お願い申し上げます。

④ チェックシートを確認し、事業分野ごとの担当省庁に申請する

チェックシート 「Ⅱ 申請書の記載事項について」D書類の作成が完了いたしましたら、

の各項目をご確認いただき、不備が無いか必ずチェックしてください。

また、申請の方法については 申請の手引き P.7～12「手続き方法」C をご確認ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
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